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こころのケア対応 
 
一般的なこころのケアに関する参考資料（3/3） 
災害時における疾患毎のこころのケア 

タイトル 用途及び対象 発行機関 発行年月 掲載URL 
① うつ対策推進方策

マニュアル－都道
府県・市町村職員
のために－ 

・用途：うつ病への適切な対処 
・支援対象：地域住民 

厚生労働省 
地域におけるうつ対策
検討会 
 

2004（平成
16）年1月 
 

http://www.mhlw.go.jp/shi
ngi/2004/01/s0126-
5.html#1 

② うつ対応マニュア
ル－保健医療従事
者のために－ 

・用途：うつ病への適切な対処 
・支援対象：地域住民 

厚生労働省 
地域におけるうつ対策
検討会 
 

2004（平成
16）年1月 

http://www.mhlw.go.jp/shi
ngi/2004/01/s0126-
5.html#2 

③ 被災時の飲酒問題 ・用途：飲酒により心身を害している人への 
 対処 
・支援対象：被災によりアルコールに依存し 
 てしまう人 

国立精神・神経医療研
究センター災害時ここ
ろの情報支援センター 

 2011（平成 
 23）年4月 
 更新 

http://saigai-
kokoro.ncnp.go.jp/docum
ent/pdf/mental_info_alcoh
ol.pdf 

④ 自殺に傾いた人を
支えるために－相
談担当者のための
指針－ 

・用途：相談と支援活動に必要な基本的な知 
 識や行動指針の確認 
・支援対象：自殺未遂者、自傷を繰り返す人 
 及び自殺を考えている人を含む「自殺に傾 
 いた人」 

厚生労働省厚生労働科
学研究費補助金こころ
の健康科学研究事業 

2009（平成
21）年1月 

http://www.mhlw.go.jp/bun
ya/shougaihoken/jisatsu/d
l/02.pdf 

⑤ ひきこもりの評
価・支援に関する
ガイドライン 

・用途：｢ひきこもり｣の評価と支援の実践的 
 なガイドラインとして作成されています。 
・支援対象：ひきこもり事例に当たる人 

厚生労働省厚生労働科
学研究費補助金こころ
の健康科学研究事業 

2010（平成
22）年5月 

http://www.ncgmkohnodai.
go.jp/pdf/jidouseishin/22n
cgm_hikikomori.pdf 

⑥ 被災認知症支援マ
ニュアル（医療
用） 

・用途：医療用 
・支援対象：避難所などで生活されている認 
 知症の人と家族 

日本認知症学会 2011（平成
23）年4月 

http://dementia.umin.jp/iry
ou419.pdf 

⑦ 被災認知症支援マ
ニュアル（介護
用） 

・用途：介護用 
・支援対象：避難所などで生活されている認 
 知症の人と家族及び介護職の人 

日本認知症学会 2011（平成
23）年4月 

http://dementia.umin.jp/ka
igo419.pdf 

　この図では、災害時における一般的なこころのケアのうち、とくに、うつ病、スト
レス、飲酒、自殺、ひきこもり、認知症などのケアに関する参考資料を紹介しています。
①及び②は、地域の行政職員や保健医療従事者が一般的なうつ対策に取り組む際の
マニュアルです。不安を抱えている人との会話での注意点と、説明の仕方や問いかけ
の例が具体的に挙げられています。
③では、保健・医療関係者向けに、被災によりアルコールに依存してしまう人への
対処法が説明されています。
④は、自殺未遂者、自傷を繰り返す人及び自殺を考えている人を含む「自殺に傾い
た人」を支援対象者として想定しています。保健所及び精神保健福祉センター職員、
市町村職員や民生委員 ･児童委員向けに、相談支援活動に必要な基本的知識や行動指
針が書かれています。
⑤は、ひきこもり事例のガイドラインです。精神保健・医療・福祉・教育などの専
門機関向けの ｢ひきこもり｣ の評価と支援の実践的な資料です。
⑥及び⑦は、避難所などで生活されている認知症の人と家族に関するマニュアルで
す。⑥は、現地で認知症医療に携わる医師や看護師など医療従事者を対象としていま
す。一方、⑦は、介護職の人を支援することを目的としています。
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放射線防護体系 

国連科学委員会 
（UNSCEAR） 

報告書 

各国の委員会 
の報告書 

（全米科学アカデ
ミー（NAS）等） 

国際放射線防護 
委員会（ICRP） 
勧告/報告書 

各国の放射線 
防護の枠組み 

（法令、指針等） 

防護の原則 

科学的知見の 

収集・評価 

放射線安全 

基準策定 

原子力・放射線 

安全行政 

国際原子力機関 
（IAEA） 

国際基本安全基準 
（BSS） 

放射線影響研究 
放射線安全研究  

国際機関 
世界保健機関（WHO）  
国際労働機関（ILO） 

経済協力開発機構原子力機関 
（OECD／NEA） 

　毎年、世界の研究者から、放射線の線源や影響に関する研究が多数発表されます。
原子放射線の影響に関する国連科学委員会（United Nations Scientific Committee 
on the Effects of Atomic Radiation; UNSCEAR；アンスケア）は、幅広い研究
結果を包括的に評価し、国際的な科学コンセンサスを政治的に中立の立場からまとめ、
定期的に報告書の形で見解を発表しています。
　国際放射線防護委員会（ICRP）では、国連科学委員会の報告などを参考にしながら、
放射線防護の枠組みに関する勧告を行っています。ICRP の勧告や、国際原子力機関

（IAEA）が策定した国際的な合意形成による基本安全基準を参考に、日本でも放射線
防護に関する法令や指針などが定められています。

本資料への収録日：2013 年 3 月 31 日
改訂日：2015 年 3 月 31 日
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国際放射線防護委員会（ICRP） 

放射線防護の基本的な枠組みと防護基準を勧告することを目的とする。
主委員会と5つの専門委員会（放射線影響、線量概念、医療被ばくに
対する防護、勧告の適用、環境の放射線防護）で構成されている。 

1977年 
勧告 

1990年 
勧告 

2007年 
勧告 

線量限度 
（職業人） 50mSv/年 

100mSv/5年 
かつ 

50mSv/年 

100mSv/5年 
かつ 

50mSv/年 

線量限度 
（一般公衆） 5mSv/年 1mSv/年 1mSv/年 

mSv：ミリシーベルト 

国際放射線防護委員会（ICRP） 

防護の原則 

1977年 
勧告 

1990年 
勧告 

2007年 
勧告 

（参考）ICRPの勧告より、線量限度について抜粋 

　1928 年、医療従事者を放射線の障害から防ぐために国際Ｘ線ラジウム防護委員会
が設立されました。1950 年には、国際放射線防護委員会（ICRP）に改組され、放
射線防護の基本的な枠組みと防護基準を勧告する機関という重要な役割を担うこと
になりました。近年では 1977 年、1990 年、2007 年に勧告を行っています。ICRP
が勧告を発表すると、多くの国では放射線防護関係の法令の見直しを行います。
　ICRPの勧告の骨格は、原爆被爆者の疫学調査をはじめとする広範な科学的知見を
基にしており、1990 年以降、確定的影響と確率的リスクの総合的な推定値は基本的
には変わらないとして、これまでの防護体系がほぼ踏襲されています。

本資料への収録日：2013 年 3月 31日
改訂日：2015 年 3月 31日
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勧告の目的 

1)人の健康を防護する 
・放射線による被ばくを管理し、制御することにより、 
 確定的影響を防止し、  
 確率的影響のリスクを合理的に達成できる程度に減少
させる 

2)環境を防護する 
・有害な放射線影響の発生の防止、または頻度の低減 

勧告の目的（国際放射線防護委員会（ICRP） 2007年勧告） 

防護の原則 

　国際放射線防護委員会（ICRP）の勧告の目的は、｢放射線被ばくに関連して望まし
い人間の努力および行動を不当に制限せずに、放射線被ばくによる有害な影響から人
間と環境を守るための適正な水準の防護に寄与すること｣ とされています。
　この目的達成には、「放射線被ばくとその健康影響に関する科学的知見は必要な前
提条件ではあるが、防護の社会的・経済的側面にも考慮しなければならず、この点は、
危険の管理に関する他の分野と異なるものではない」と、2007 年勧告には記載され
ています。
　勧告の主目的は、人の健康の防護にありますが、2007 年勧告では、新たに環境を
防護するという目的が追加されました。

本資料への収録日：2013 年 3月 31日
改訂日：2015 年 3月 31日
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国際放射線防護委員会（ICRP） 

放射線防護の基本的な枠組みと防護基準を勧告することを目的とする。
主委員会と5つの専門委員会（放射線影響、線量概念、医療被ばくに
対する防護、勧告の適用、環境の放射線防護）で構成されている。 

1977年 
勧告 

1990年 
勧告 

2007年 
勧告 

線量限度 
（職業人） 50mSv/年 

100mSv/5年 
かつ 

50mSv/年 

100mSv/5年 
かつ 

50mSv/年 

線量限度 
（一般公衆） 5mSv/年 1mSv/年 1mSv/年 

mSv：ミリシーベルト 

国際放射線防護委員会（ICRP） 

防護の原則 

1977年 
勧告 

1990年 
勧告 

2007年 
勧告 

（参考）ICRPの勧告より、線量限度について抜粋 

　1928 年、医療従事者を放射線の障害から防ぐために国際Ｘ線ラジウム防護委員会
が設立されました。1950 年には、国際放射線防護委員会（ICRP）に改組され、放
射線防護の基本的な枠組みと防護基準を勧告する機関という重要な役割を担うこと
になりました。近年では 1977 年、1990 年、2007 年に勧告を行っています。ICRP
が勧告を発表すると、多くの国では放射線防護関係の法令の見直しを行います。
　ICRPの勧告の骨格は、原爆被爆者の疫学調査をはじめとする広範な科学的知見を
基にしており、1990 年以降、確定的影響と確率的リスクの総合的な推定値は基本的
には変わらないとして、これまでの防護体系がほぼ踏襲されています。
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勧告の目的 

1)人の健康を防護する 
・放射線による被ばくを管理し、制御することにより、 
 確定的影響を防止し、  
 確率的影響のリスクを合理的に達成できる程度に減少
させる 

2)環境を防護する 
・有害な放射線影響の発生の防止、または頻度の低減 

勧告の目的（国際放射線防護委員会（ICRP） 2007年勧告） 

防護の原則 

　国際放射線防護委員会（ICRP）の勧告の目的は、｢放射線被ばくに関連して望まし
い人間の努力および行動を不当に制限せずに、放射線被ばくによる有害な影響から人
間と環境を守るための適正な水準の防護に寄与すること｣ とされています。
　この目的達成には、「放射線被ばくとその健康影響に関する科学的知見は必要な前
提条件ではあるが、防護の社会的・経済的側面にも考慮しなければならず、この点は、
危険の管理に関する他の分野と異なるものではない」と、2007 年勧告には記載され
ています。
　勧告の主目的は、人の健康の防護にありますが、2007 年勧告では、新たに環境を
防護するという目的が追加されました。
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被ばく状況と防護対策 
放射線による人の被ばく状況 

防護の原則 

被ばくが生じる前に防護
対策を計画でき、被ばく
の大きさと範囲を合理的
に予測できる状況 
 

線量限度 
（一般公衆）1mSv/年 
（職業人）100mSv/5年 
      かつ50mSv/年 
 

対策 
放射性廃棄物処分、長
寿命放射性廃棄物処分
の管理等 
 
 

緊急時被ばく状況 

管理についての決定が
なされる時点ですでに被
ばくが発生している状況 
 
 

参考レベル 
 1～20mSv/年のうち低
線量域、 
 長期目標は1mSv/年 
 

対策 
自助努力による放射線
防護や放射線防護の文
化の形成等 
 

現存被ばく状況 計画被ばく状況 

急を要するかつ、長期的
な防護対策も要求される
かもしれない不測の状況 
 
参考レベル 
 20～100ｍSv/年の範囲 
 
 

対策 
避難、屋外退避、放射線
状況の分析・把握、モニ
タリングの整備、健康調
査、食品管理等 
 

mSv：ミリシーベルト 

　国際放射線防護委員会（ICRP）は人の被ばく状況を、計画的に管理できる平常時（計
画被ばく状況）、事故や核テロなどの非常事態（緊急時被ばく状況）、事故後の回復や
復旧の時期など（現存被ばく状況）の3つの状況に分けて、防護の基準を定めています。
　平常時には、身体的障害を起こす可能性のある被ばくがないようにした上で、将来
起こるかもしれないがんのリスクの増加もできるだけ低く抑えるように防護の対策を
行うこととされています。そのため、放射線や放射性物質を扱う場所を管理をするこ
とで、一般公衆の線量限度が年間 1ミリシーベルト以下になるように定めています。
また、放射線を扱う職業人には、5年間に 100 ミリシーベルトという線量限度が定
められています。
　一方、放射線事故のような非常事態が起こった場合（緊急被ばく状況）、平常時に
は起こり得ない身体的障害の可能性があることから、平常時の対策（将来起こるかも
しれないがんのリスクの増加を抑えること）よりも、重大な身体的障害を防ぐための
対策が優先することとされています。このため、線量限度は適用せず、一般公衆の場合、
年間 20 ～ 100 ミリシーベルトの間の参考レベルを定め、被ばく低減を進めること
が定められています。緊急措置や人命救助に従事する人の場合、状況に応じて 500
～ 1,000 ミリシーベルトを制限の目安とすることもあるとされています。
　その後、回復・復旧の時期（現存の被ばく状況）に入ると、緊急時の参考レベルよ
りは低く平常時の線量限度よりは高い、年間 1～ 20ミリシーベルトの間に設定され
ることもあるとされています。

本資料への収録日：2013 年 3月 31日
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生物学的側面 

・約100ミリグレイまでの吸収線量域では、どの組織も 
 臨床的に意味のある機能障害を示すとは判断されない 
 
・約100ミリシーベルトを下回る線量域では、確率的影 
 響の発生率は臓器や組織の等価線量の増加に比例して 
 増加すると仮定する 
 （直線しきい値なしモデル＝LNTモデルの採用） 
 
・固形がんに対する線量・線量率効果係数は「2」 
 
・低線量において、直線的反応を仮定すると、がんと遺 
 伝性影響による致死リスクは1シーベルト当たり約5％  

放射線の健康影響には、確定的影響と確率的影響がある 

防護の原則 

　国際放射線防護委員会（ICRP）の勧告の目的のひとつは、放射線に対する防護体
系を構築するための考察や仮定を与えることによって、確定的影響の発生を防止する
ことにあります。そこで、しきい値の最小値である 100 ミリグレイ（≒ 100 ミリシー
ベルト）近くまで年間線量が増加した場合には、防護対策を導入すべきと考えられて
います。
　年間およそ 100 ミリシーベルトを下回る場合は、確率的影響の発生の増加は低い
確率であり、バックグラウンド線量を超えた放射線量の増加に比例すると仮定する ｢
直線しきい値なし（LNT）モデル｣ が、低線量・低線量率での放射線防護の管理に
実用的で、予防原則の観点からもふさわしいとされています。
　ICRPが根拠としている原爆被爆者のデータは、一回の被ばくである一方で、管理
すべき被ばくのほとんどは、長期間の少しずつの被ばくです。そのため、低線量・低
線量率による影響軽減分の補正が行われています。動物実験やヒトの細胞における
染色体異常や突然変異誘発の結果などから、さまざまな数値が報告されていますが、
防護のためには係数として 2を使うと定められています。つまり一回被ばくに比べ、
少しずつの被ばくでは、同じ総線量を受けた場合の影響の出方が半分になるというこ
とです。
　こうした補正を行った結果、致死的ながんリスクの増加は、低線量や低線量率の場
合 1シーベルト当たり約 5％になると考えられています。

本資料への収録日：2013 年 3月 31日
改訂日：2015 年 3月 31日
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被ばく状況と防護対策 
放射線による人の被ばく状況 

防護の原則 

被ばくが生じる前に防護
対策を計画でき、被ばく
の大きさと範囲を合理的
に予測できる状況 
 

線量限度 
（一般公衆）1mSv/年 
（職業人）100mSv/5年 
      かつ50mSv/年 
 

対策 
放射性廃棄物処分、長
寿命放射性廃棄物処分
の管理等 
 
 

緊急時被ばく状況 

管理についての決定が
なされる時点ですでに被
ばくが発生している状況 
 
 

参考レベル 
 1～20mSv/年のうち低
線量域、 
 長期目標は1mSv/年 
 

対策 
自助努力による放射線
防護や放射線防護の文
化の形成等 
 

現存被ばく状況 計画被ばく状況 

急を要するかつ、長期的
な防護対策も要求される
かもしれない不測の状況 
 
参考レベル 
 20～100ｍSv/年の範囲 
 
 

対策 
避難、屋外退避、放射線
状況の分析・把握、モニ
タリングの整備、健康調
査、食品管理等 
 

mSv：ミリシーベルト 

　国際放射線防護委員会（ICRP）は人の被ばく状況を、計画的に管理できる平常時（計
画被ばく状況）、事故や核テロなどの非常事態（緊急時被ばく状況）、事故後の回復や
復旧の時期など（現存被ばく状況）の3つの状況に分けて、防護の基準を定めています。
　平常時には、身体的障害を起こす可能性のある被ばくがないようにした上で、将来
起こるかもしれないがんのリスクの増加もできるだけ低く抑えるように防護の対策を
行うこととされています。そのため、放射線や放射性物質を扱う場所を管理をするこ
とで、一般公衆の線量限度が年間 1ミリシーベルト以下になるように定めています。
また、放射線を扱う職業人には、5年間に 100 ミリシーベルトという線量限度が定
められています。
　一方、放射線事故のような非常事態が起こった場合（緊急被ばく状況）、平常時に
は起こり得ない身体的障害の可能性があることから、平常時の対策（将来起こるかも
しれないがんのリスクの増加を抑えること）よりも、重大な身体的障害を防ぐための
対策が優先することとされています。このため、線量限度は適用せず、一般公衆の場合、
年間 20 ～ 100 ミリシーベルトの間の参考レベルを定め、被ばく低減を進めること
が定められています。緊急措置や人命救助に従事する人の場合、状況に応じて 500
～ 1,000 ミリシーベルトを制限の目安とすることもあるとされています。
　その後、回復・復旧の時期（現存の被ばく状況）に入ると、緊急時の参考レベルよ
りは低く平常時の線量限度よりは高い、年間 1～ 20ミリシーベルトの間に設定され
ることもあるとされています。

本資料への収録日：2013 年 3月 31日
改訂日：2015 年 3月 31日
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生物学的側面 

・約100ミリグレイまでの吸収線量域では、どの組織も 
 臨床的に意味のある機能障害を示すとは判断されない 
 
・約100ミリシーベルトを下回る線量域では、確率的影 
 響の発生率は臓器や組織の等価線量の増加に比例して 
 増加すると仮定する 
 （直線しきい値なしモデル＝LNTモデルの採用） 
 
・固形がんに対する線量・線量率効果係数は「2」 
 
・低線量において、直線的反応を仮定すると、がんと遺 
 伝性影響による致死リスクは1シーベルト当たり約5％  

放射線の健康影響には、確定的影響と確率的影響がある 

防護の原則 

　国際放射線防護委員会（ICRP）の勧告の目的のひとつは、放射線に対する防護体
系を構築するための考察や仮定を与えることによって、確定的影響の発生を防止する
ことにあります。そこで、しきい値の最小値である 100 ミリグレイ（≒ 100 ミリシー
ベルト）近くまで年間線量が増加した場合には、防護対策を導入すべきと考えられて
います。
　年間およそ 100 ミリシーベルトを下回る場合は、確率的影響の発生の増加は低い
確率であり、バックグラウンド線量を超えた放射線量の増加に比例すると仮定する ｢
直線しきい値なし（LNT）モデル｣ が、低線量・低線量率での放射線防護の管理に
実用的で、予防原則の観点からもふさわしいとされています。
　ICRPが根拠としている原爆被爆者のデータは、一回の被ばくである一方で、管理
すべき被ばくのほとんどは、長期間の少しずつの被ばくです。そのため、低線量・低
線量率による影響軽減分の補正が行われています。動物実験やヒトの細胞における
染色体異常や突然変異誘発の結果などから、さまざまな数値が報告されていますが、
防護のためには係数として 2を使うと定められています。つまり一回被ばくに比べ、
少しずつの被ばくでは、同じ総線量を受けた場合の影響の出方が半分になるというこ
とです。
　こうした補正を行った結果、致死的ながんリスクの増加は、低線量や低線量率の場
合 1シーベルト当たり約 5％になると考えられています。

本資料への収録日：2013 年 3月 31日
改訂日：2015 年 3月 31日
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LNTモデルをめぐる論争 

◎支持： 
  全米国科学アカデミー（2006） 
  放射線被ばくには「これ以下なら 
  安全」と言える量はない 
 
◎批判的： 
  フランス医学・科学アカデミー
（2005） 

  一定の線量より低い放射線被ばく 
  では、がん、白血病などは実際に  
    は生じず、LNTモデルは現実に合 
    わない過大評価 

⇒国際放射線防護委員会（ICRP）は、放射線防護 
 の目的上、単純かつ合理的な仮定として、直線 
 しきい値なし（LNT）モデルを採用 

防護の原則 

が
ん
の
発
生
率 

線量 
自然発生 
レベル 

　科学的な議論としては、100ミリシーベルト以下の確率的影響のリスク評価に直線
しきい値なし（LNT）モデルが妥当であるかどうかということについての決着はつい
てはいません。例えば、全米科学アカデミー（NAS）では、2006年に LNTモデルは
科学的にも妥当との見解を発表しました。100ミリシーベルト以下でもがんリスク上
昇がみられる疫学的証拠があるとしています。
　一方、フランスの医学アカデミーと科学アカデミーは共同で、一定の線量より低い
被ばくでは、がん、白血病などは実際には生じず、LNTモデルは現実に合わない過大
評価、という見解を発表しました（2005年）。ここでは、インドや中国の高自然放射
線地域の住民のデータに発がんリスクの増加が見えないこと、低線量放射線に特異的
な防御的生物反応が次々と見つかったことが根拠となっています。
　国際放射線防護委員会（ICRP）の勧告では、LNTモデルと線量・線量率効果係数
の2を用いることで、放射線防護の実用的目的、すなわち、低線量被ばくのリスクの
管理においてより単純かつ合理的な仮定を提供するとしています。

本資料への収録日：2013年 3月 31日
改訂日：2014年 3月 31日
	 ：2015年 3月 31日
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防護の三原則 

• 正当化 
 

• 防護の最適化 
 

• 線量限度の適用 

防護の原則 

国際放射線防護委員会（ICRP）の防護の三原則 

　がんや遺伝性影響では、影響の現れ方が確率的です。また現在の放射線防護では、
低線量域でも直線しきい値なし（LNT）モデルを適用していますので、安全と危険
を明確に区分することはできません。そこで、どんなに小さくとも有限のリスクがあ
るものとして、「リスクを容認できる」ことを基準に、防護のレベルが考えられてい
ます。これが放射線防護の原則として「正当化」「防護の最適化」「線量限度の適用」
が重要であると考えられている基盤になっています。

本資料への収録日：2013 年 3月 31日
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